
 

 

施設利用料金の改定について 
 

２０２６年４月より、施設利用料金が改定されます。 

新料金の内訳や適用開始日等の詳細につきましては、1月中旬頃

に千葉市文化振興課より発表となります。市発表までは、申し込

み後に支払いいただく施設利用料金は現行の料金が適用となり

ます。楽屋料金につきましてはご利用日のご精算となるため、新

料金が適用されます。 

設置管理条例におきましては、現行利用料金の約 1.3倍の値上げ

を予定しております。 
 

 

ちば市政だより 2025年 10月号 4面より 

 

 

 

 

 

※上記表は、あくまで設置管理条例の利用料金の 1日の上限額
を示しております。 
 
何卒ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
 
 

若葉文化ホール 
043-237-1911 

                                  

  改定前 改定後 

ホール（土日祝１日） 69,660 90,550 

リハーサル室（１日） 9,190 11,940 


